
CHSの9つの原則 

被災者がニー
ズに合った支
援を受けるこ
と 

被災者が必要
な時に人道援
助を受けられる
こと 

人道支援の結果被
災者がマイナスの影
響を受けることなく、
備えや回復力を増
進し、より安全な状
態に置かれること 

被災者が自らの
人権や権利を知り、
情報へのアクセス
が確保され、自身
に影響を及ぼす事
柄の意思決定に
参加すること 

被災者が安全
かつ責任ある
対応をするク
レーム処理の
仕組みを利用
できること 

支援組織が経験
や反省から学ぶ
ことにより、被災
者がよりよい支援
を期待できること 

被災者が連携
の取れた相互
補完的な支援
を受けること 

被災者が有能で
管理の行き届いた
スタッフやボラン
ティアから必要な
支援を受けること 

被災者が支援組織
による効果的、効
率的、そして倫理
的なリソース管理を
期待できること 
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